
第６１号議案  

 

   東京都台東区設入谷小売市場条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２１年９月１０日  

 

提出者 東京都台東区長  吉    住     弘  

 

（提案理由）  

この案は、入谷小売市場の使用料の額を改定するため提出しま

す。 



   東京都台東区設入谷小売市場条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区設入谷小売市場条例（平成１０年６月台東区条例

第３３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１店舗使用料の項中「３,６００円」を「３,０００円」

に改め、同表倉庫等使用料の項中「６５０円」を「６００円」に

改める。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都台東区設

入谷小売市場条例（以下「改正後の条例」という。）別表第１の

規定は、平成２１年９月１８日から適用する。 

（経過措置） 

２ 平成２１年９月分の使用料の額は、平成２１年９月１７日以

前にあっては、改正前の東京都台東区設入谷小売市場条例（以

下「改正前の条例」という。）の規定による使用料の額をもって

日割計算により算出した額とし、同年９月１８日以後にあって

は、改正後の条例の規定による使用料の額をもって日割計算に

より算出した額とする。 

３ この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により平成２１

年９月１８日以後の東京都台東区設入谷小売市場の使用に係る

使用料を納付している者については、改正後の条例の規定によ

る使用料との差額を還付する。 


